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第５章 高齢者施策の基本方針 
 
第１節 本市の目指す高齢社会像                                                 

 

高齢化が進む中、団塊の世代がすべて 75 歳以上となる令和７(2025)年を見据え、さらにその先の

現役世代が急減するとされる令和 22（2040）年を念頭に入れると、できる限り住み慣れた地域で、最

期まで尊厳をもって自分らしく暮らし続けることができるよう、介護・医療・住まい・生活支援・介

護予防が包括的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進が求められています。 

本市では、「第６次青梅市総合長期計画」において「みんなが元気で健康なまち」「福祉が充実した

まち」を基本方向としてまちづくりを進めてまいりました。 

また、「青梅市地域福祉計画」では、共に生きる社会を実現し、市民一人ひとりが住み慣れた地域で

共に暮らしていける地域社会の実現を目指しています。 

本計画では、「青梅市総合長期計画」や「青梅市地域福祉計画」と整合性を図りつつ、第７期計画の

考え方を踏襲し、基本理念として「福祉が充実したまち」の実現を掲げ、国や東京都の動向を加味し

た４つの高齢社会像（基本目標）を定めました。 

 

 

 

 

 

基本目標１ 高齢者がはつらつと暮らせるまち 

高齢者の生きがいづくりや健康づくりを推進し、健康寿命を延伸するとともに、地域活動や就労等

の社会参加を通して、高齢者が地域社会の中で役割をもって、はつらつと暮らせるまちの実現を目

指します。 

基本目標２ 高齢者が安全・安心に暮らせるまち 

高齢者を災害、感染症や犯罪の被害から守るとともに、道路環境など福祉のまちづくりの整備を進

め、安全・安心に暮らせるまちの実現を目指します。 

基本目標３ 高齢者が住み慣れた地域で自立して暮らせるまち 

介護・医療・住まい・生活支援・介護予防が包括的に提供される地域包括ケアシステムを深化し、

高齢者が要支援状態になっても、住み慣れた地域で、自立して暮らせるまちの実現を目指します。

また、認知症対策を推進します。 

基本目標４ 高齢者が安心して介護を受けられるまち 

介護保険事業を健全・円滑に運営し、介護が必要になっても自立した生活を継続するために、自ら

の意思で、必要な介護サービスを安心して受けられるまちの実現を目指します。 

  

[基本理念] 

福祉が充実したまち 
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第２節 施策の体系                                                               

 

前節の基本目標にもとづいて設定する基本方針と基本施策の体系は以下のとおりとなります。 

  

ア 地域で活動する団体への支援 

イ 生きがいづくりと交流機会の促進 

ウ 高齢者の就労支援 

エ 高齢者を敬う機会の実施 

(1) 福祉のまちづくり

の推進 

(2) 生活安全対策の

強化 

ア 公共建築物等のバリアフリー化の推進 

イ 歩行者空間の整備と交通安全対策 

ウ 権利擁護等の推進 

ア 緊急時の安全確保 

イ 災害対策の推進 

ウ 感染症対策の推進 

エ 熱中症対策の推進 

オ 防犯対策の推進 

高
齢
者
が
安
全
・
安
心
に 

暮
ら
せ
る
ま
ち 

【基本施策】 【基本目標】 

 

【
基
本
理
念
】 

福
祉
が
充
実
し
た
ま
ち 

(1) 健康保持と健康

寿命の延伸 

(2) はつらつと暮ら

すための総合的

支援 

ア 健康管理の継続支援と生活習慣病の予防 

イ 健康体操の推進 

ウ 介護予防の推進 

高
齢
者
が
は
つ
ら
つ
と 

暮
ら
せ
る
ま
ち 

２ 

１ 

(1) 総合的な生活・

居住支援の充実 

ア 生活支援サービスの充実 

イ 多様な住まいの確保 

(2) 地域福祉活動の

推進 

ア ボランティア活動等の支援 

イ 福祉コミュニティづくりの推進 

ウ 見守りネットワークの充実 

(3) 地域支援事業に

よ る 自 立 支援 の

充実 

ア 介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

イ 包括的支援事業の推進 

ウ 任意事業の推進 

(4) 認知症施策の

推進 

ア 普及啓発・本人発信支援 

イ 認知症予防の推進 

ウ 医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

エ 認知症バリアフリーの推進、社会参加支援 

【施策方針】 【基本施策】 

(1) 介護保険事業の

健全な運営 

(2) 第１号被保険者

保険料の 適 正 な

設定 

ア 介護サービスの充実 

イ 介護保険サービスの円滑な提供 

ウ 介護サービスの適正な給付 

ア 介護サービス見込量および費用額の適正な推計 

イ 地域支援事業見込量および費用額の適正な推計 

ウ 保険料および所得段階の設定について 

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域 

で
自
立
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち 

３ 

高
齢
者
が
安
心
し
て
介
護
を 

受
け
ら
れ
る
ま
ち 

４ 

【基本方針】 
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 本計画は、「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」を併せ、本市における高齢者の総合的・基

本的計画として、一体的に策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４章 高齢者が安心して介護を受けられるまち 

第１節 介護保険事業の健全な運営 

第２節 第１号被保険者保険料の適正な設定 

第３章 高齢者が住み慣れた地域で自立して 

暮らせるまち 

第１節 総合的な生活・居住支援の充実 

第２節 地域福祉活動の推進 

第３節 地域支援事業による自立支援の充実 

第４節 認知症施策の推進 

「
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」 

第２章 高齢者が安全・安心に暮らせるまち 

第１節 福祉のまちづくりの推進 

第２節 生活安全対策の強化 

第１章 高齢者がはつらつと暮らせるまち 

第１節 健康保持と健康寿命の延伸 

第２節 はつらつと暮らすための総合的支援 

 

「
介
護
保
険
事
業
計
画
」 


